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20
歳
に
な
っ
た
ら
国
民
年
金

　

国
民
年
金
は
、
20
歳
以
上
60
歳

未
満
の
人
に
加
入
が
義
務
付
け
ら

れ
て
い
ま
す
。
20
歳
に
な
っ
た
人

に
は
、
日
本
年
金
機
構
か
ら
加
入

の
お
知
ら
せ
や
納
付
書
な
ど
が
郵

送
さ
れ
ま
す
。

　

原
則
と
し
て
、
保
険
料
を
納
め

な
け
れ
ば
年
金
を
受
け
取
る
こ
と

が
で
き
ま
せ
ん
が
、
学
生
は
本
人

の
所
得
に
よ
り
納
付
が
猶
予
さ
れ

る
学
生
納
付
特
例
制
度
が
あ
り
ま

す
。

日
本
年
金
機
構
Ｈ
Ｐ　
「
国
民
年

金
の
加
入
と
保
険
料
の
ご
案
内
」

（h
ttp

s://w
w

w
.n

e
n
kin

.g
o.jp/

to
ku

se
tsu/2

0
ka

n
yu

.h
tm

l

）

問
合
せ　

渋
川
年
金
事
務
所
国
民

年
金
課
☎
０
２
７
９
・
２
２
・
１
６

０
７

老
齢
年
金
受
給
者
へ

源
泉
徴
収
票
の
送
付

　

老
齢
年
金
受
給
者
に
は
、
１
月

中
旬
以
降
に
「
公
的
年
金
等
の
源

泉
徴
収
票
」
が
日
本
年
金
機
構
か

ら
送
付
さ
れ
ま
す
。
年
金
以
外
に

収
入
が
あ
り
確
定
申
告
す
る
人

は
、
こ
の
源
泉
徴
収
票
が
必
要
に

な
り
ま
す
。

※
遺
族
年
金
や
障
害
年
金
を
受
給

し
て
い
る
人
に
は
送
ら
れ
ま
せ
ん

日
本
年
金
機
構
Ｈ
Ｐ
（http

s://
w

w
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）

問
合
せ　

ね
ん
き
ん
ダ
イ
ヤ
ル
☎

０
５
７
０
・
０
５
・
１
１
６
５

償
却
資
産
（
固
定
資
産
税
）

の
申
告

1002193
　

法
人
や
個
人
が
事
業
を
営
む
た

め
に
所
有
し
て
い
る
構
築
物
や
機

械
、
装
置
、
工
具
、
器
具
、
備
品

な
ど
を
償
却
資
産
と
い
い
、
土
地

や
家
屋
と
同
様
に
固
定
資
産
税
が

課
税
さ
れ
ま
す
。
令
和
５
年
１
月

１
日
現
在
で
市
内
に
償
却
資
産
を

所
有
し
て
い
る
人
は
、
申
告
義
務

が
あ
り
ま
す
。

申
告
期
限　

１
月
31
日
（
火
）

※
地
方
税
電
子
申
告
ｅ
Ｌ
Ｔ
Ａ
Ｘ

（
エ
ル
タ
ッ
ク
ス
）
利
用
可

問
合
せ　

税
務
課
資
産
税
係
☎

内
線
３
０
１
４
～
３
０
１
６

最
低
賃
金
の
改
正

1002575
　

最
低
賃
金
は
時
間
額
で
定
め
ら

れ
て
お
り
、
県
内
の
全
て
の
労
働

者
と
使
用
者
に
適
用
さ
れ
ま
す
。

地
域
別
最
低
賃
金
（
令
和
４
年
10

月
８
日
（
土
）
発
効
）

▽
群
馬
県
最
低
賃
金
８
９
５
円

特
定
最
低
賃
金
（
令
和
４
年
12
月

29
日
（
木
）
発
効
）

▽
製
鋼
・
鉄
素
形
材
製
造
業
９
７

６
円
▽
一
般
機
械
器
具
製
造
業

９
６
５
円
▽
電
気
機
械
器
具
製
造

業
９
６
５
円
▽
輸
送
用
機
械
器
具

製
造
業
９
６
５
円

問
合
せ　

群
馬
労
働
局
労
働
基
準

部
賃
金
室
☎
０
２
７
・
８
９
６
・
４

７
３
７
、
業
務
改
善
補
助
金
コ
ー

ル
セ
ン
タ
ー
☎
０
１
２
０
・
３
６

６
・
４
４
０

申
請
は
お
済
み
で
す
か

子
育
て
世
帯
へ
の
生
活
支

援
特
別
給
付
金

1012187

1011055

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
よ
る

経
済
的
な
影
響
を
受
け
た
低
所
得

の
子
育
て
世
帯
を
対
象
に
給
付
金

を
支
給
し
て
い
ま
す
。

〈
ひ
と
り
親
世
帯
〉

対
象　

①
公
的
年
金
（
遺
族
・
障

害
・
老
齢
・
労
災
年
金
、
遺
族
補

償
な
ど
）
を
受
給
し
、
令
和
４
年

４
月
分
の
児
童
扶
養
手
当
を
未
受

給
で
、
申
請
者
と
同
居
親
族
の
令

和
２
年
中
の
収
入
が
児
童
扶
養
手

当
の
対
象
水
準
②
令
和
４
年
４
月

分
の
児
童
扶
養
手
当
が
未
受
給
で
、

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の

影
響
で
家
計
が
急
変
し
、
収
入
が

児
童
扶
養
手
当
受
給
者
と
同
水
準

申
請　

対
象
①
②
要
申
請

①
令
和
２
年
中
の
収
入
お
よ
び
児

童
扶
養
手
当
受
給
要
件
の
確
認
書

類
②
収
入
減
少
お
よ
び
児
童
扶
養

手
当
受
給
要
件
の
確
認
書
類

〈
ひ
と
り
親
世
帯
以
外
〉

対
象　

①
児
童
手
当
ま
た
は
特
別

児
童
手
当
を
市
か
ら
受
給
し
て
い

る
人
で
、
令
和
４
年
度
市
町
村
民

税
均
等
割
が
非
課
税
の
人
②
児
童

手
当
を
職
場
で
受
給
ま
た
は
高
校

生
の
み
養
育
し
て
い
る
人
で
、
令

和
４
年
度
市
町
村
民
税
均
等
割
が

非
課
税
の
人
③
令
和
４
年
１
月
１

日
以
降
に
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
の
影
響
を
受
け
て
家
計
が

急
変
し
、
収
入
が
町
村
民
税
均
等

割
非
課
税
世
帯
と
同
水
準
の
人

申
請

対
象
②
③
要
申
請

②
児
童
手
当
の
受
給
状
況
が
確
認

で
き
る
書
類
③
収
入
状
況
が
確
認

で
き
る
書
類

給
付
額

児
童
１
人
当
た
り
６
万

円
（
ひ
と
り
親
世
帯
と
ひ
と
り
親

世
帯
以
外
の
重
複
受
給
は
不
可
）

申
請
期
限　

２
月
28
日
（
火
）

問
合
せ　

子
ど
も
課
子
育
て
支
援

係
☎
内
線
３
１
２
３

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
助
成
事
業

1009583
　

地
域
社
会
の
健
全
な
発
展
と
宝

く
じ
の
普
及
広
報
を
図
る
た
め
、

（
公
財
）
群
馬
県
市
町
村
振
興
協

会
で
は
、
宝
く
じ
の
収
益
を
財
源

と
し
て
自
治
会
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

活
動
へ
助
成
し
て
い
ま
す
。　
　
　

　

今
年
度
は
、
西
原
新
町
が
会
館

広告




